
報 酬 の 算 定 構 造  介 護      口又  
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介隻サー 

Ⅰ指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造  

1訪問介護費  

2 訪問入浴介護費  

3 訪問看護費  

4 訪問リハビリテーション費  

5 居宅療養管理指導責  

6 適所介護費  

7 適所リハビリテーション費  

8 短期入所生活介護費  

9 短期入所療養介護費  

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費  

ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費  

二 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費  

ホ 基準適合診療所における短期入所療養介護費  

10 特定施設入居者生活介護費  

11福祉用具貸与費   

Ⅱ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造  

居宅介護支援費   

Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造  

1介護福祉施設サービス  

2 介護保健施設サービス  

3 介護療養施設サービス  

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス   

／ヽ 老人性認知症疾患療養病床を有する病院における介護療養施設サービス   



Ⅰ指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造  

・‥平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1榔こつい  
てIP13、14を参照。）  

1訪問介護費  

夜間若しくは早  
朝の場合又は  
深夜の場合  

護員等による  

2人の訪問介  場合  

3級訪問介護  
具により行われ  
る場合  

身体介護の（1）  

～（3）に引き続  

き生活援助を  
行った場合  

基本部分  

夜間又は早朝の場  
Jゝ lコ  

＋25／100  

深夜の場合  
＋50／100  

×200／100  

＋15／100   

」＝特別地域訪問介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  
．＿＿＿‖＿＿…＿＿  

2 訪問入浴介護費  

注  
博勇幅頑誌面訂； ：浴介護加算  j  

l l  

l  

l                  1 1                  1 】                  l 】                 l■＿＿－＿＿＿＿＿－■■－●■■■  

で、清拭又は部  
分浴を実施した  全身入浴が困難   場合  

介護職員3人が  
行った場合  基本部分  

＋15／100  ×70／100  ×95／100  訪問入浴介護費（1回につき1，250単位）  

特別地域訪問入浴介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

［脚注］   

1．単位数算定記号の説明  
＋00単位  ⇒  
－00単位  ⇒  
×00／100 ⇒  
＋00／100 ⇒  

所定単位数 ＋ 00単位  
所定単位数 － 00単位  
所定単位数 × 00／100  
所定単位数 ＋ 所定単位数×00／100  



L‥平成18年4月改正箇所   

（詳細については、別紙1「平  

14、15を参照。）  

3 訪問看護費  
護‥報酬等の改定について】P  
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緊急時訪問看 護加算（※）  

夜間又は早朝  
の場合、若しく  
は深夜の場合  

死亡月につき  
＋1．200単  

位  
（ターミナルケ  

ア後2ヰ時間以  
内に在宅以外  

夜間又は早朝   
の場合  

＋25／100  

深夜の場合   
＋50／100  

＋15／1  

特別地域訪問看護加算、ターミナルケア加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

※ 医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月2回目以降の緊急的訪問については、夜間、早軌深夜の加算を算定できるもの∠  

・・・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年度介護報脚P  
15」6を参照。）  

4 訪問リハビリテーション費  

短期集中リハビ リテーション実 施加算  

退院・退所日   
又は新たに  
要介護認定  

を受けた日から   
1月以内  

十330単位  

退院・退所日   
又は新たに  
要介護認定   
を受けた日から  
1月週3月以  

内  
＋200単位  

・・・平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成18  

～18を参照。）  

5 居宅療養管理指導費  
の改定について」P16   

イ医師又  （（2）以外）  

は歯科医師  （500単位）  

が行う場合  
（月2回を限  

度）  （1）居宅療養管理指導費（Ⅰ）         （2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）   （在総診を算定する場合）   （290単位）   

注 情報提供が行われない場合         －100単位  

（1）病院又は診  （－）月1、2回目の場合  

療所の薬剤師が  （550単位）  

行う場合  （二）月3回目以降の場合  
口薬剤師  （300単位）  

が行う場合  （－）月＝司巨の場合  
（2）薬局の薬剤  （500単位）  

師の場合  
（月4回を限度）         （二）月2回目以降の場合  

（300単位）   

注  
特別な薬剤の投薬が行われてい  
る利用者に対して、当該薬剤の  
使用に関する必要な薬学的管理  
指導を行った場合  

＋100単1立  

ハ 管理業養士が行う場合（月2回を限度）  
（530単位）  

二 歯科衛生士等が行う場合（月4回を限度）                 （350単位〉  

※ ロ（1）（二）又は（2）（二）について、がん末期の患者については、週2固かつ月8回算定できる。  

2  



‥平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙＝  

6 適所介護費  
の改定について脾18～21を参照。）  

若年性認知  
症ケア加算   未満の通所介…肇  

の前後に日常生 の  
活上世話を行う  
6時間以上8時間    場合  

入浴介助を  
行った場合  

大規模事業  
所（前年度の  

1月当たりの  

平均利用狂  
人数900人  
超）の場合  

8時間以上9時間   
未満の場合  

＋50単位   

9時間以上10時   
間未満の場合  

＋100単一立  

8時間以上9時間   
未満の場合  

＋50単位   

9時間以上10時   
間未満の場合  

＋100単位  



平成18年4月改正貯所  
（詳細については、別紙1r平成川  

7 適所リハビリテーション費   
こついてIPl【ト2†を参照∴   

「  

＋  

×70／100    ×70／100  

基本部分   
イ  
3時間   

以上  
4時間  

未満   
通  要介護5 （ 694単位）  
常  経過的要介護〔 447単位）  

規   
模 の  
医 療  

機  
未満  

関  要介護5  （ 955単位）  

の  経過的要介護（ 591単位）  
土易  
円  粟介護1  く  688単位）  

6時間  
以上  
8時間  

未満  

要介護5  （†．303単位）   

経過的要介護（ 338単位）  

イ  
3時間   

以上  
4時間  

未満  
要介護5 （ 694単位）  

小  経過的要介護く  4ヰ7単位）  
規  
模   
診  
療  
所  
の  要介謙5 （ 955単位）  

場  催過的要介護（ 591単位）  

要介護1 （ 688単位）  

6時間  
以上  
8時間  

未満  

要介護5  （1．303単位）   

耀過綱要介言霊（ 338年吐）  

イ   
3時間   

以上  
4時間  

未満  
介  要介護5 （ 694単位）  

護  経過的要介護（ 447単位）  
考  
人   
保 健  
施  
設  要介護5  （ 955単位）  
の  経過的要介護（ 591単位）  

場  要介護1 （ 688単位）  

6時間  
以上  
B時間  

未満  

要介護5  （1．303単性）  



…平成18年4月改正箇所   
（詳細については、別紙1「平成18  

8 短期入所生活介護費  
について」P21～23、Z6を参照。）  

利用者に対して  
送迎を行う場合  

専従の機能訓練  
指導員を配置し  
ている場合  

経過的要介護（ 478単位）  
要介護1＝㌻   （641単位）  

（一）単独型短期入 l  

所生活介護費（） ＜従来型催室＞  （ 782単位）  

要介機4 巨牒53単位）  
（1）単独  
型短期入所  

要介護5    く923単拉）  

生活介護費  経過的要介護   （522卓也）  
要介護1：：   （723単位）  

（二）単独型短期入   
所生活介護費（Ⅱ） 〈多床室〉  

要介護4 （g35草地）  
イ短期入所  
生活介護費  

要介護5≡   ‖こ005単位）  

（1日につき）  
経過的要介  誰  （450単牡）  

（－）併設型短期入 Ⅰ  

所生活介護費（） （従来型個室〉  

（【‖g単位）  
（2）併設  
型短期入所  

要介護5㌻；：   （ 889艶也）  

生活介護費  経過的要介護  

（二）併設型短期入所   

生活介護費（［） く多床室〉                          要介護3  （830単位）  

要介護4ノ   （ 9Cl†単位）  
葉介雄5∴∵（ノ971単位）   
経過的卓介  謙（≡：：557単位）  

（－）単独型ユニット  

型短期入所生活介護  
費（Ⅰ）  要介護3  （ 882単位）  

（り単独  

型ユニット  要介練5し－三（1，013観位）  
型短期入所  経過的要介護く 55フ単性）  
生活介護費  

型短期入所生活介護  
費（［）  

ロユニット型  くユニット型準個室〉  
短期入所生  要介護51∴  （1、013＝単位）  
活介護費  経過的要介護（526半睡）  
（1日につき）  （一）併設型ユニット  

型短期入所生活介護  
費（l）  要介護3 （848漫拉）  

（2）併設  

型ユニット  要介護5≡＝  ＝＝（979廓拉）  
型短期入所  経過的票介護≡＝≡（526単位）  

生活介護費  
型短期入所生活介護  
費（Ⅱ）  要介護3J （ 848幾枚）  
くユニット型華僑室〉  

要介護5（979単位）   

片道につき 十84   

1単位   
＋12単位  

ハ 栄養管  （1）管理栄養士配置加算   
理体制加算   （1日につき12単位を加算）  

（2）栄養士配置加算  
（1日につき10単位を加算）   

（1日につき 23単位を加算）  

※ 緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。  



9 短期入所療養介護費  
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護責   平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年虐   

平成20年5月改正箇所  
（詳細については、別紙3「介護療春型  

を参照。）  

卜づ3．26を参照ん）   

芸の苧1盲しに係る諮問について」P7  

の慣ゎぎこついて  

喜引こおける介護   

基本部分     注      夜勤を行う】随 員の勤務条件 基準左満たさ ない場合  利用者の鞍及 び入所者の数 の合計数が入 所定月を超え る場合l  医師、看孟妻隠 旦．介護取 且、Ⅰ翌宇療法 士又は作業療 志士の員数が 基準に満たな い場合   
経過的要介護（ 558単位）   

a介護老人保健施設短期入 所療養介護費（）  

＜従来型個室＞  

要介護4  （ 888単位）  
（－）介護老人保健施設短  

期入所療養介護費（Ⅰ）  要介護S  （ 941卓也）  
経過的要介護く  617単位）  

b介護老人保健施設短期入 所療養介護書（iり  

＜多床室＞  

要介護4  （ 987単位）  

要介護5  （1，040単位）  

経過的畢介護（ 559単位）  

要介護l （ 732単拉）  
a介護老人保鍵施設短期入   

所額養介護士（り ＜従来型個室＞                       要介護ユ  （ 890塵僅）  

（1）介言養老人保健施  要介三毛4  （ 944単位）  
没短期入所療養介護   要介護5（ 997単吐）  

費  く橙車型若槻＝青草随員を  経過的垂介護（ 61フ単位〉  
（1日につき）  配置＞  

b介護者人保健施設短期入 所領欄介護千（iり  

＜多床室＞  

要介護4（1．043塵佗）  

辛介講6  （1．096単位）  

種過的要介護（ 558単組）  

a．介護老人保健施毀婚期へ 所療養介清文（り  
＜従来型個室＞ 

（主）介護者人保健樵毀垣  要介護4  （ 9†7卓也）  
耗入所醗纂介護費（Ⅲ）  要介護5 （ g70．単位）  

く倭著型老優て看護オイヲー   怪過的要介護（ 6】7旦位）  
ル体刑＞  婁介言草l （ 83一筆拉）  

L介護者人保障施設短期入 羊護費（iり  

所療介 ＜多庶墓＞                       要介護3  （ 962嵐性）  

重介護4  （1．016単価）  

要介護5  （1－068単虹）   
経過的要介護（ 624卓也〉  ×97／100  ×70′／100  X7D′ノ1DD  

aユニソト型介護老人保健施  

設短期入所療養介護す（；） くユニット型個室）  

要介護4  （ 990卓也）  
（－）ユニット型介護者人保  俊施設短期入所療養介護費  要介護5  （1．043単組）  

経過的蔓介護（ 624単性〉  

bユニット型介護老人保健施  

誼短期入所療養介護井（iり くユニット型準個室〉  

慕介護4  （ 990単位）  

要介護5   く1．043単位）  

経過的要介護（ 624崖也）  
要介護l （ 幻4単i立）  

aユニット型介護老人保捜施  
殻短斯入所額圭介議霊（り くユニーソト型個室）               要介護2 （ 939卑1立）     要介吉事3  （ 992塑位）  

（二）ユニット型介護老人保  要☆護4  （1046単位）  

（2）ユニット型介護老 人保健施設短期入所 療養介言草♯  要介護5（1．099単吐）  

く預養型春蝶 経過的要介護（ 624・単位）  
（1日につき）  （ 83年単位）  

bユニサ型介護老人保健施 詮短期入所疲葉介護千川） くユ＝ソト型牽値屋〉  

要介護4  （1．046単位）  

要介謙5  （1．099単位）  

積過的琶介護（ 62ヰ単位〉  
要介護1 （ 834卓促）  

古ユニット型介護老人保健施  
設短期入所療養介護t（り （ユニット型他室〉               章介護2  （ 912厳位）     婁介護3 〈  965塵拉）  

（三）ユニット型介護者人保  要介護4（1、0†9単位）  
隠碓誼短期入所療葉介護費  

（Ⅲ）  

要介護5′ （1．0フ2風位）  

く療壬聖書健：看護  経過的妻介護（ 624単位）  

オンヨニル体勧＞                                             bユニット型介護老人保詳施  要介護l （ 834卓也）  

誼短期入所療妾介護ヰ（iり （ユニット型単価掌〉 

重介護4 （1．019単位）  

要介護5  （1－072畢位）   

人鯛施翫臥冊介護霊  （760靴）   

看護革具を配准＞                                                       妻介護l      重介護2  （ 939単虹）     要介護3  （ 992単位）                                                                    ノ               要介祷2（ 9†2孝伯）     要介護3  （ 96う単位〉  

特発Ij療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項巨  

※ PT・OTによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化カロ算を適用しない。  

※ 緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用につし、て要件の緩和を行う。  



平成18年4月改正箇所  
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＿＿＿＿＿山＿＿＿＿＿＿＿ト 特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項∃  

※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。  
※：夜勤勤眉条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看≡隻加算を適用しない。  

※ 緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。  




